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今求められていることは、山林経営・管理に対する意欲を盛り上げることと、一方、小規

模・地区外所有者で経営意欲が低い所有者の方の山林を、地域の人が手の届くような

形にしておくことです。 

そのために、山林（林地）の集約化とともに、山林の長期管理受委託制度の早期実施が

求められています。 

法的な部分をはじめ多くの課題がありますが、山林所有者の方はもちろんのこと、地域

住民がもっともっと山林に関心を持ち、森林資源の活用について理解し地域の再生の原

動力としての認識を共有し、全国に先駆けた山林のまち「日南町」ブランドを作っていき

たいと考えます。 

 

追記   最近の話題から 

「所有者不在村の山林管理制度構築事業」の動き 

  平成 23 年度から鳥取県新しい公共の場づくりモデル支援事業として取り組んでおり

ます。この日南の森林だよりの発行もその一環となっています。今年は二年目になり、

一つの方向性を出す必要があります。 

  不在村の山林所有者の方や地域内の方にも山林経営を負担に感じられ、特に、次の

世代に任せることに難しさを感じておられる方もおられることについて、取り組むべき

課題であると認識しております。また、情報発信の大切さも感じております。 

 なお、次年度以降の情報発信等についても継続していくべきものと考えています。 

 そのやり方としては、会員制といった方式もあろうかと思いますし、普段の気安い窓口

的な仕組みもあろうかと思います。 

 現在、夏に行ったアンケートをもとに、了解を得られた方にお話を伺いに行くことを実施

しております。いろんなご意見をいただくなかで、具体的な管理の仕組みづくりなどを

組立てることとしております。今後ともご協力をお願いいたします。 

 
外国人や外国籍の法人によって 

買収された山林面積は 1,103ha。 

取得件数は 63 件、その国籍は中

国、シンガポール、香港、マレー

シアなど。 

買収された山林は、北海道 

1,039ha、群馬県 43.2ha など。 

一方、2040年には世界の水資源は

限界に達し「水戦争」が本格化す

るとの予測も。 


